
 

 

照沼小学校機械警備委託仕様書 

 

１．業務名 

  委託 照沼小学校機械警備委託 

  

２．履行場所 

  東海村立照沼小学校 東海村大字照沼９０５-２ 

 

３．契約期間 

  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで（５年間） 

 

４．警備を委託する場所 

  小学校校舎 

   

５．警備時間 

  （月曜日～金曜日）午後５時～翌日午前８時３０分（１５時間３０分） 

  （土曜日・日曜日・祝日・学校の休日）終日（２４時間） 

 

６．警備の方法及び内容 

（1） 受託者は，警備実施にあたり，別紙参考図面・設備機器一覧のとおり機械警備及び防犯

カメラを設置すること。 

（2） 機械警備機器の設置は，平成 30 年 4 月 1 日午前 0 時から業務開始できるよう準備する

こと。上記日時から機械警備を行うことが出来ない場合は，別途警備体制を整えること。

具体的な内容は村と受託者で協議し，決定する。 

（3） 機械警備（防犯サービス，火災監視サービス）は，受託者が持ち込むモバイル電話回線

（常時断線監視機能付）を使用すること。 

（4） 防犯，火災等の異常を受信したときは，速やかに緊急要員を現場に急行させ，異常事態

の内容確認を行い，必要な処置をとるとともに，必要に応じて関係機関（警察や消防署）

に連絡をする。 

（5） 保守点検は本契約に含むこととし，年 2 回以上の点検を実施すること。 

（6） 故障等のトラブルに対し，早急に対応すること。 

７．担 当 課   東海村教育委員会 学校教育課 学校教育担当 

 東海村東海三丁目７番１号 

 TEL ０２９－２８７－０８４９ 

 FAX ０２９－２８２－７９４４ 

 E-mail kyouiku@vill.tokai.ibaraki.jp 
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８．その他 

（1） 設置場所までの搬入，設置に関わる工事費，調整費等の一切の費用は委託料に含めるこ

と。また，通常の使用（発注者の責めに帰すとき及び自然災害を除く）での故障等が発

生した場合の修理費用については委託料に含めること。 

（2） 機械警備機器の設置料及び契約期間満了または中途解約に伴う機器の撤去料はすべて

受託者の負担とする。ハードディスクについては初期化し，画像から知りえた情報は外部

に漏らさないこと。 

（3） 機械警備機器設置中に建物破損等があった場合は，受託者が修復費を負担すること。 

（4） 平成 29 年度の受託者と協議を行う場合の社員派遣等に係る経費は平成 30 年度受託者

の負担とする。 

（5） 設備機器について別紙「照沼小学校機械警備設備機器一覧」のとおり。 

（6） 設備機器については，同等品も認めることとし，別紙で指定している設備機器以外を使 

用する場合には，土・日曜日・祝日を除く入札４日前までに担当課と協議するものとす

る。（同等品についての回答は，仕様書の提出があった日の翌日以降となる。） 

担当課との協議にあたっては，使用する設備機器の使用がわかるカタログ等を提出する

こと。 

（7） 本仕様書は，業務の大要を示すものであるから，本書に記載していない事項であっても

現場の状況に応じ，警備上必要と認める業務については担当課と協議のうえ，見積金額

の範囲内で実施するものとする。 


